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事務所リニュ ー アル。

事業所えがくの設立にともなって

事務所の内装も一新することに。

機動性に優れ、 さわやかに仕事が

でき、 誰でも入ってきやすい事務

所にしよう！ってことで、 アクス

ペの隠れた日曜大工たちの手を借

リ、 事務所を模様替えしました。

模様替え1日目

IKEAに買い出し。

11.B(Tue) 

IKEAの倉庫内にて…圧巻！

作業中 …

イスを組み立てる岡本氏。

書類整理中・・・

11.7(Mon) 

模様替え2日目

模様替え3日目

出来上がったテー ブルでさっそく ー服l

満足ー！

11.lO(Thu) 

最難関！テ ー ブル作り。 加古さん

の綿密な計画・・。 トントン、 カン

カン、 Mさん大活躍 ー ！

加古さんご満悦。

岡田さんと新テ ー ブル。
これからもますます

使いやすく、 居心地
の良い場にしていき

たいです。 みなさん

見に来てください。
文： I

,_ - - - - - - - - - -
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アクスペの行動予定＆代表・事務局長の動き

MON TUE WED THU FRI SAT SUN 

1 2 3 4 
東京出張

介助ws ピア・サロン •制作研究会

【岡田 ・ 加古】
•自寸支授分←科会

【岡田】

5 6 7 8 ， 10 11 

総合福祉法 介助ws

学習会

12 13 14 15 16 17 18 

総合福祉法 総務会議 運営会議 戦略会議

学習会

19 20 21 22 23 24 広5

来客対応
相談支援 天皇誕生日

忘年会 事業者の

【岡田 ・ 加古】 現任研修

【加古】

26 27 28 29 30 31 

仕事納め
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＼・1/h り ！ ー 知る、 見る、 触れる、 身になる福祉 一

「介助現場の社会学」
身体障害者の自立生活と介助者のリアリティ

前田拓也

生活書院 2009年

「介助者」とは何だろうとふと考えてみたとき、 この本を読んでみるといいと思う
。 ますます混迷を極めること請負ですが ・ ・ ・ 。 だけど、 その迷いやよく分からない
といった感覚が、 実は介助という営みにおいてはとても重要なのだということに気
付かされると思います。
Cl Lのこれまでの歴史において、 介助者は障害者の「手足」だと言われていたこと
がありました。 それには理由があります。
「障害者は『気まぐれな人間愛を恵んでもらう客体の位四』（石1||）に置かれてい
るという現状認識にもとづいていると同時に、 介助者が『主体性の発揮できない仕
事」であることを否定したいばかりに、 「よさ」や『意味』を見出し、 つくり、 語
ろうとすることへの牽制の意味があった」からだと。 つまり、 介助者は時に商単に
障害者に対して抑圧者になり得る。 わざわざ「手足」と言うことによってやっと、
障害者と健常者の「非対象性」を顕在化することができたというわけです。
では、 障害者と健常者の「非対象性」とは一 体なんなんでしょうか？
たとえば、 障害者が背中がかゆいと言ったとする。 介助者は背中をかく。 それはと
っても分かリやすいし、 まぁ誰にでもできることです。 でも例えば料理の介助をし
ていて、 その介助者の料理の腕は、 まぁ、 あんまり良くないとする。 障害者が、 「
エスニックっぽい魚介料理を作って」と言って指示をする。 でも味付で、 「ナンプ
ラ ー ひとかけ」と言われたとき、 その「ひとかけ」の感じがいまいち分からなくつ
て、 全く陪害者が描いていた味に辿り着けない。 障害者の目的の達成度合いは、 「
場合によっては、 （符為の）手段である（手足であるはずの）介助者のポテンシャ
ルによって制限され」てしまう。 「その利用者が、 『ほんとうはしたいこと』（こ
んな味のエスニック料哩が食べたい！）があったとしても、 それを介助者に指示で
きないという時点で、 介助者は彼の『したいこと』を知ることすらできない」し、
「さらには、 rほんとうはしたいこと」を知ることができないことによって、 自分
が利用者の『したいこと』に介入し、 制限していることにもまた、 気づくことはで
きない」のです。

「陪害者は、 介助の技法を、 厳密な意味においては教えることができない。 つまり
、 われわれの身体技法には言語化不可能な余地が必ずあることによって『教えられ
ない』のであり、 また、 実際に「やってみせる』ことができないことによって「教
えられないJの」です。 じゃあどのようにして介助者は介助技法を学び、 介助者と
なっていけるというのか。
この著者は、 それでも介助の技法はやっぱり障害者によって教えられ、 伝えられた
のだと述べます。 「おそらく陪害者は介助者へむけて、 介助としてなすべきことの
一 定の「原型」をただ提示しているのではないか、 と考えられる。 そして介助者は
、 彼らから与えられた「原型」に主体的にはたらきかけ、 トライ＆エラ ー を繰り返
すことによって一 定のやリかたを身につけ、 ル ー ティン化してゆく。 そこでは、 基
本的な「必要」を提示しているのはあくまで陪害者自身でありつつも、 同時に介助
者にも、 主体的な工夫、 模索、 あるいは反省を試みる可能性が残されている」と。
こうやって、 陪害者と介助者の「介助現場」がつくりあげられていく。
「障害者の自立生活とは、 介助を利用することくによって＞ではなく、 介助者と関
係を取リ結ぶことくにおいて＞暮らすことなの」だ。 「逆に介助者は、 隊害者の介
助をすることくによって＞介助者になるのではなく、 障害者と関係を取り結ぶこと
くにおいて＞介助者になるのでもある。 」
私たちは日々介助現場で「介助者」になっていくのであり、 そのありようは全く教
科省を読んで学べるようなものではないのです。
ややややごしかったでしょうか。 おススメは、 第2章「パンツ1枚の攻防」です。

文： I

区 from総務

国3 給与体系変わりました。

事業所えがく設立に伴い、 10月より給与体系が変わりました。

事業所説明会に参加された方はこ存知かと思いますが、 新しく固定基本

給制度と残業手当が加わりました。
10月分給与（今月振込分）より適用されていますので、 給与明細をご確

認ください。

質問がある方やもっと詳しく聞きたいという方は、 お近くの総務までお

気軽にお声かけください。

--- END ---
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